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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
通
知
（
六
〇
〇
、
六
〇
一
・
森
林
整
備

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
（
六
〇
二
・
計
量
検
定
所
）
…
…
…
…
１

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
２

教
育
委
員
会
告
示

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
会
議
の
開
催
（
一
五
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
２

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
七
二
、
七
三
）
…
…
２

◯
個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
解
除
（
七

四
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
（
七
五
）
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
六
百
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三

十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
南
沢
字
小
阿
仁
奥
山
（
国
有
林
。
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
水
源
の
か
ん
養

（三）

解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
（一）

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
南
沢
字
小
阿
仁
奥
山
（
国
有
林
。
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

（三）

解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及

び
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

秋
田
県
告
示
第
六
百
一
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三

十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

大
仙
市
協
和
船
岡
字
大
川
前
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
水
源
の
か
ん
養

三
　
解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及

び
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
大
仙
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

秋
田
県
告
示
第
六
百
二
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二

十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る

平
成
十
八
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
検
査
を
行
う
区
域
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
、
期
日
、
時
間
及
び
場

所

告
　
　
　
　
　
　
示

検
査
区
域

検
査
対
象

特
定
計
量
器

検
査
期
日

検
査
時
間

検
査
場
所

由
利
本
荘

市

非
自
動
は
か

り
及
び
分
銅

等

平
成
十
八
年

九
月
四
日

午
前
十
時

三
十
分
か

ら午
前
十
一

時
三
十
分

ま
で

午
後
一
時

岩
谷
体
育
館

西
目
公
民
館

平
成
十
八
年

九
月
五
日

平
成
十
八
年

九
月
六
日

平
成
十
八
年

九
月
七
日

平
成
十
八
年

九
月
二
十
六

日平
成
十
八
年

九
月
二
十
七

日

三
十
分
か

ら午
後
四
時

ま
で

午
前
九
時

か
ら

午
前
十
一

時
三
十
分

ま
で

午
後
一
時

三
十
分
か

ら午
後
四
時

ま
で

午
前
九
時

か
ら

午
前
十
一

時
ま
で

午
後
一
時

か
ら

午
後
三
時

三
十
分
ま

で午
前
十
時

か
ら

正
午
ま
で

午
前
十
時

か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時

か
ら

午
後
四
時

ま
で

午
前
十
時

か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時

か
ら

由
利
本
荘
市
農

業
指
導
セ
ン
タ

ー由
利
本
荘
市
鳥

海
保
健
セ
ン
タ

ー由
利
本
荘
市
東

由
利
健
康
増
進

セ
ン
タ
ー

由
利
中
央
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

岩
城
自
然
休
養

村
セ
ン
タ
ー

本
荘
由
利
広
域

交
流
セ
ン
タ
ー
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二
　
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
行
う
検
査
の
期
日

平
成
十
八
年
九
月
四
日
か
ら
同
年
十
月
四
日
ま
で

三
　
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
三
日

以
上
の
受
検
希
望
期
日
を
選
定
し
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成

五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

申
請
す
る
こ
と
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
八
郎
潟
西
部
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告

す
る
。平

成
十
八
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

男
鹿
市
払
戸
字
渡
部
二
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
嶋
　
長
門

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
五
号

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
鈴
　
木
　
長
　
男
　

一
　
日
時
　
平
成
十
八
年
八
月
八
日
　
午
前
十
時
四
十
分

二
　
場
所
　
教
育
委
員
会
委
員
室

三
　
案
件

（一）

秋
田
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（二）

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（三）

平
成
十
九
年
度
秋
田
県
立
高
等
学
校
教
科
用
図
書
の
採
択

（四）

平
成
十
九
年
度
秋
田
県
特
殊
教
育
学
校
教
科
用
図
書
の
採
択

（五）

秋
田
県
生
涯
学
習
審
議
会
委
員
の
任
命

（六）

そ
の
他

秋
選
管
告
示
第
七
十
二
号

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
備
考
三
の
表
能
代
市
選
挙
区
の
項
中
「
能
代
市

選
挙
区
」
を
「
能
代
市
山
本
郡
選
挙
区
」
に
改
め
、
同
表
本
荘
市
選
挙
区
の

項
を
削
り
、
同
表
男
鹿
市
選
挙
区
の
項
中
「
６
」
を
「
５
」
に
改
め
、
同
表

湯
沢
市
選
挙
区
の
項
か
ら
山
本
郡
選
挙
区
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
備
考
三
の
表
大
仙
市
仙
北
郡
選
挙
区
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
備
考
三
の
表
南
秋
田
郡
選
挙
区
の
項
中
「
12
」

を
「
14
」
に
改
め
、
同
表
河
辺
郡
選
挙
区
の
項
か
ら
雄
勝
郡
選
挙
区
の
項
ま

で
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
次
の
一
般
選
挙
か
ら
施
行
す
る
。

秋
選
管
告
示
第
七
十
三
号

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中

「

を
」

「

に
」

改
め
る
。附

　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

に
か
ほ
市

非
自
動
は
か

り
及
び
分
銅

等

平
成
十
八
年

九
月
二
十
七

日平
成
十
八
年

九
月
二
十
八

日平
成
十
八
年

十
月
三
日

平
成
十
八
年

十
月
四
日

午
後
四
時

ま
で

午
前
十
時

か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時

か
ら

午
後
四
時

ま
で

午
前
十
時

か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時

か
ら

午
後
三
時

ま
で

午
前
十
時

か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時

三
十
分
か

ら午
後
三
時

三
十
分
ま

で午
後
一
時

三
十
分
か

ら午
後
四
時

ま
で

労
働
者
研
修
セ

ン
タ
ー

象
潟
構
造
改
善

セ
ン
タ
ー

総
合
福
祉
交
流

セ
ン
タ
ー

公
　
　
　
　
　
　
告

教

育

委

員

会

告

示

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

湯
沢
市
雄
勝
郡
選
挙
区

６

北
秋
田
市
北
秋
田
郡
選
挙
区

に
か
ほ
市
選
挙
区

仙
北
市
選
挙
区

111213

湯
沢
市
雄
勝
郡
選
挙
区

鹿
角
市
鹿
角
郡
選
挙
区

由
利
本
荘
市
選
挙
区

潟
上
市
選
挙
区

大
仙
市
仙
北
郡
選
挙
区

６７８９10

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

サ
ン
・
サ
ル
ビ
ア

大
仙
市
角
間
川
町
字
東
元
道
巻
百

十
番
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

サ
ン
・
サ
ル
ビ
ア

大
仙
市
角
間
川
町
字
元
道
巻
九
十

七
番
地
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秋
選
管
告
示
第
七
十
四
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の

と
お
り
指
定
解
除
し
た
旨
北
秋
田
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

施
設
の
名
称

中
央
公
民
館

道
城
児
童
館

桃
栄
児
童
館

梅
栄
児
童
館

弥
栄
児
童
館

木
戸
石
児
童
館

美
栄
児
童
館

新
田
目
児
童
館

羽
立
児
童
館

大
内
沢
児
童
館

西
根
田
生
活
改

善
セ
ン
タ
ー

鎌
沢
生
活
改
善

セ
ン
タ
ー

三
里
担
い
手
セ

ン
タ
ー

八
幡
岱
集
会
施

設芹
沢
集
会
施
設

杉
山
田
集
会
施

設

施
　
設
　
の
　
所
　
在
　
地

北
秋
田
市
花
園
町
十
五
番
一

号北
秋
田
市
道
城
字
榎
岱
五
十

四
番
地

北
秋
田
市
上
杉
字
硯
川
百
番

地北
秋
田
市
下
杉
字
谷
地
道
百

六
十
一
番
地

北
秋
田
市
上
杉
字
金
沢
七
百

五
十
五
番
地
一

北
秋
田
市
木
戸
石
字
東
畑
二

十
番
地
一

北
秋
田
市
上
杉
字
金
沢
四
百

四
十
四
番
地
六

北
秋
田
市
新
田
目
字
屋
布
岱

三
十
七
番
地

北
秋
田
市
李
岱
字
羽
立
十
七

番
地

北
秋
田
市
三
里
字
五
輪
岱
七

十
五
番
地
一

北
秋
田
市
根
田
字
谷
地
新
田

八
番
地

北
秋
田
市
鎌
沢
字
地
蔵
岱
九

十
六
番
地

北
秋
田
市
三
里
字
家
ノ
後
十

四
番
地

北
秋
田
市
木
戸
石
字
上
務
田

百
四
十
一
番
地

北
秋
田
市
芹
沢
字
宮
ノ
下
二

十
七
番
地

北
秋
田
市
鎌
沢
字
雪
田
岱
二

百
七
番
地
一

指
定
解
除
年
月
日

平
成
十
八
年
七
月

十
八
日

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

東
根
田
多
目
的

集
会
施
設

李
岱
研
修
施
設

雪
田
多
目
的
集

会
施
設

三
木
田
多
目
的

集
会
施
設

松
ヶ
丘
児
童
館

下
杉
集
会
施
設

摩
当
活
性
化
施

設羽
根
山
活
性
化

施
設

増
沢
集
会
施
設

福
田
獅
子
舞
伝

承
館

上
杉
あ
い
タ
ー

ミ
ナ
ル

本
城
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

支
郷
児
童
館

浦
田
児
童
館

桂
瀬
児
童
館

五
味
堀
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー根
森
田
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー前
田
体
育
館

小
様
児
童
館

北
秋
田
市
根
田
字
屋
布
岱
百

七
十
五
番
地
一

北
秋
田
市
李
岱
字
下
中
島
五

十
九
番
地

北
秋
田
市
鎌
沢
字
雪
田
台
十

七
番
地
二

北
秋
田
市
三
木
田
字
家
の
上

九
十
三
番
地

北
秋
田
市
川
井
字
松
石
殿
一

番
地
四
百
六
十
二

北
秋
田
市
下
杉
字
小
堤
四
十

五
番
地
六

北
秋
田
市
三
木
田
字
家
の
上

四
十
三
番
地

北
秋
田
市
羽
根
山
字
屋
布
岱

八
十
一
番
地

北
秋
田
市
増
沢
字
上
岱
三
十

四
番
地

北
秋
田
市
福
田
字
家
の
下
四

十
三
番
地

北
秋
田
市
上
杉
字
相
染
岱
百

七
十
四
番
地
一

北
秋
田
市
本
城
字
館
の
下
二

百
十
一
番
地

北
秋
田
市
米
内
沢
字
根
小
屋

百
十
五
番
地
二

北
秋
田
市
浦
田
字
浦
田
四
番

地北
秋
田
市
桂
瀬
字
岩
堂
上
岱

百
三
番
地
二

北
秋
田
市
五
味
堀
字
家
ノ
下

一
番
地
九

北
秋
田
市
根
森
田
字
杉
ノ
下

三
十
二
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
前
田
字
下
川

端
百
三
十
四
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
小
様
字
小
様

百
二
十
番
地

平
成
十
八
年
七
月

十
八
日
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小
渕
児
童
館

吉
田
児
童
館

新
町
児
童
館

林
業
研
修
セ
ン

タ
ー

下
新
町
児
童
館

上
新
町
児
童
館

畑
町
児
童
館

畑
町
東
裏
児
童

館萱
草
児
童
館

伏
影
児
童
館

笑
内
児
童
館

根
子
児
童
館

幸
屋
渡
児
童
館

幸
屋
児
童
館

比
立
内
児
童
館

長
畑
児
童
館

小
倉
児
童
館

戸
鳥
内
地
域
特

産
品
生
産
施
設

農
業
者
健
康
管

理
施
設

ふ
る
さ
と
セ
ン

タ
ー

北
秋
田
市
阿
仁
小
渕
字
小
渕

二
十
三
番
地
一

北
秋
田
市
阿
仁
吉
田
字
町
頭

四
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
水
無
字
新
町

七
十
八
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
真
木
沢
鉱
山

字
真
木
沢
二
十
八
番
地
一

北
秋
田
市
阿
仁
銀
山
字
下
新

町
六
十
三
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
水
無
字
畑
町

東
裏
二
百
九
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
銀
山
字
畑
町

七
十
二
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
水
無
字
畑
町

東
裏
百
五
十
七
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
萱
草
字
十
二

沢
三
十
三
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
伏
影
字
水
上

沢
口
七
十
九
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
笑
内
字
笑
内

三
十
番
地
一

北
秋
田
市
阿
仁
根
子
字
根
烈

五
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
幸
屋
渡
字
山

根
百
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
幸
屋
字
菅
ノ

沢
百
十
四
番
地
一

北
秋
田
市
阿
仁
比
立
内
字
前

田
表
三
十
一
番
地
一

北
秋
田
市
阿
仁
長
畑
字
長
畑

八
十
八
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
戸
鳥
内
字
小

倉
岱
五
十
二
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
戸
鳥
内
字
家

ノ
前
百
九
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
打
当
字
仙
北

道
上
ミ
六
十
七
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
打
当
字
仙
北

道
上
ミ
六
十
七
番
地

平
成
十
八
年
七
月

十
八
日
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４

秋
選
管
告
示
第
七
十
五
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
旨
北
秋
田
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

施
設
の
名
称

北
秋
田
市
森
吉

総
合
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー

北
秋
田
市
阿
仁

体
育
館

施
　
設
　
の
　
所
　
在
　
地

北
秋
田
市
米
内
沢
字
七
曲
百

七
十
二
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
水
無
字
畑
町

東
裏
百
三
十
番
地

指
定
年
月
日

平
成
十
八
年
七
月

十
八
日

〃

古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（８６３）

（８６２）

E-m
ail:m

atsubara@
m
atsubarainsatsu.co.jp


